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　行政学は，政治学系科目の一つであるが，政治過程論や政治思想史，政治史，

比較政治，国際政治といった他の科目と比べて，どこか地味で，面白みがない

というイメージをもたれているかもしれない。さまざまな主体が駆け引きや対

立を繰り広げ，まさに「血湧き肉躍る」ドラマが展開される政治とは対照的に，

行政には，細かな制度や手続きにとらわれた「お役所仕事」というイメージが

つきまとうからである。

　しかし，本書第 1章で明らかにするように，行政は私たちにとって非常に

身近な存在である。そのメカニズムを理解することは，政治という営みを深く

理解することに役立つだけでなく，社会生活を送るうえでの助けとなる場合が

ある。行政を知ることは世の中のしくみを知ることにつながる。世の中のしく

みを知ることは，政治学だけでなく，法律学や経済学，社会学といった社会科

学の学習を進めるうえでの知的基盤を形成する。この教科書は，行政学の理論

や概念を説明することに加え，広く社会科学を学ぶ学生の皆さんに，行政に関

する基礎的な知識や考え方を提供することを目的としている。

　ところで，行政学の教科書は多数刊行されているが，筆者らは，次のような

方針に基づいて本書を執筆し，新しい教科書としての特色を出すことを試みた。

　第 1に，初学者向けであると同時に各種公務員試験にも対応した教科書をめ

ざし，基礎的な事項を丁寧に解説することを心がけた。1990 年代以降，行政

学の理論や行政の現実は著しく変化している。本書では，こうした変化を日本

の行政の実態に即して明らかにするとともに，行政学と現代行政に関する最新

の情報を盛り込むことに努めた。

　行政学が政治学，さらには社会科学の一分野である以上，社会科学の方法論

に基づいて，行政を分析するための手法を学ぶことは確かに重要である。実際

に，そうした方針に基づいて体系的に執筆された教科書もある。

　しかし，行政学を学ぶ学生のほとんどは，企業や官庁・自治体などで働くこ

とを希望しているであろう。逆にいえば，大学の学部教育における行政学の存

在意義は，学生が社会に出て直面する行政の実態に関する知識や，公務員を志
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す学生が理解しておくべき行政の見方・考え方を学習する機会を提供すること

にあると筆者らは考えている。本書は，近年の行政学の研究成果にも目配りし

ているが，初学者向けのテキストとして，行政と行政学の基礎的な知識や考え

方を提供することを主たる目的としている。

　第 2は，地方自治に関する事項の取り扱いについての方針である。日本にお

ける行政学の講義では，伝統的に地方自治の理念や制度に関する解説が重要な

部分を占めてきた。地方自治に関しては，現在，「地方自治論」「地方行政論」

「都市行政論」「自治体行政学」など，独立した講義科目を設置している大学が

増えている。しかし，従来の行政学の教科書では，数章を割いて集中的に取り

上げられることが多かった。

　これに対して，本書では，地方自治を行政制度や政策過程に関する各章の中

で取り上げることによって，中央政府の行政と自治体行政を関連づけて論述し，

両者の類似点や相違点を明確にすることをめざした。ただし，地方自治の理論

や制度，実態に関する本書の記述は，必ずしも十分ではない。地方自治に関す

るより深い知識を得るために，巻末の読書案内を参考に，専門的な教科書で補

充してほしい。

　第 3に，本書は，4単位または 2単位の「行政学」の講義での使い勝手を考

え，3部 12 章で構成し，各章を 4節に揃える構成をとった。4単位の講義であ

れば，概ね 2節を 1回分に当て，補足や質疑を適宜交えながら，授業を進めて

いくことが考えられる。

　他方，2単位の講義で用いる場合には，本書のすべての事項を扱うことは難

しいと思う。そこで，たとえば各章の一部の節や地方自治に関する部分につい

ては，学生の自習に委ねるといった使い方が考えられるだろう。また，各章に

は，発展的な学習のための や，内容を復習・応用するための E X E R -

C I S E（練習問題）を掲げたので，演習や双方向型の授業で活用してほしい。

　本書は，3人の共著である。基本的にはそれぞれが各部を担当して執筆する

「分業」の形式をとったが，各章が書き上がるごとに意見交換を行い，構成や

取り上げる項目，文章表現などに関して綿密な「調整」を行った。現代行政の

変化や行政研究の進展に伴い，取り上げるべき事項は多岐にわたったが，全体
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の分量は限られており，この「分業」と「調整」には思いのほか難渋した。こ

の苦労を昇華して教科書としての完成度を高めることに成功しているかどうか

については，読者の皆さんの判断に委ねたい。

　原稿を仕上げる際には，松井望（首都大学東京），砂原庸介（神戸大学），前田

健太郎（東京大学）の各氏に草稿を精読していただいたうえで，コメントをい

ただく検討会を開催した。本書と同じストゥディア・シリーズの一冊である

『政治学の第一歩』の「はじめに」において，著者の砂原氏らは，同様の検討

会で「きわめて真摯なコメントをいただいていた時間は，筆者らにとっては針

のむしろに座らされているような気もしたが，それよりも政治学についてあら

ためて考える素晴らしい機会であった」と記している。今度は，筆者らが「針

のむしろ」に座らされたわけであるが，検討会を通じて，筆者らも行政学につ

いて再考する貴重な機会を得ることができた。いただいたコメントのすべてを

本書に反映させることはできなかったが，ご多用の中，検討会に出席していた

だいた各氏には心から感謝申し上げたい。

　本書の企画から編集まで，有斐閣の岩田拓也氏と岡山義信氏には，大変お世

話になった。青息吐息で草稿を書き上げ，神保町で定期的に開催される編集会

議に臨むことを繰り返す過程では，はたして教科書として形になるのかどうか，

不安に襲われもしたが，本書の刊行に漕ぎ着けることができたのは，両氏の導

きのおかげである。あらためてお礼を申し上げたい。

　最後に，本書の作成過程で筆者らを支えてくれたそれぞれの家族に，感謝を

込めて本書を捧げることにしたい。

2016 年 7 月

著 者 一 同
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第1章

政府の活動としての行政

　行政学は，行政を観察し，分析する学問である。では，行政とは何
だろうか。そもそも行政はなぜ存在するのだろうか。
　本章では，行政を政府の活動としてとらえ，行政が私たちにとって
身近な事象であることを示したうえで，政府がなぜ必要なのかを考察
する。そして，行政を担う政府は多層的に配置されており，その機能
ごとに分立していることを確認する。さらに，行政のとらえ方は多様
であり，行政学が学際的な視点から構成されていることを明らかにす
る。

I N T R O D U C T I O N
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1 　私たちと行政
　行政は，私たちにとって非常に身近な存在である。この教科書を手に取って
いる読者の多くは大学生だと思うが，読者の皆さんも，生まれてから今に至る

まで，行政と密接にかかわり合いながら人生を送っている。そして，これから

の人生でも行政とのかかわりがなくなることはない。そういわれてもピンとこ

ないかもしれない。行政の定義は次節で述べるとして，ここでは行政を，一般

に「役所」と呼ばれる組織や，そこで働いている「役人」あるいは「公務員」

と呼ばれる人々の活動と大まかにとらえたうえで，皆さんの人生と行政のかか

わりを具体的に明らかにしてみよう。

これまでの人生と行政

　私たちのほとんどは，生まれた直後から日本の行政とかかわりをもっている。

日本では，戸籍法という法律で，親族関係を登録し，公に証明するためには，

出生の日から 14 日以内（国外で出生した場合には 3カ月以内）に，父母等は子の

出生地・本籍地または届出人の所在地の市役所・区役所または町村役場に出生

届を提出しなければならないと定められている。皆さんが生まれた際にも，名

づけられた名前が出生届に記入されたはずだが，戸籍法は「子の名には，常用

平易な文字を用いなければならない」（50 条 1 項）と定めており，名前に使え

る漢字は，法務省という国の役所が制定した規則（戸籍法施行規則 60 条 1 号およ

び別表第二）に規定されている。

　日本で生まれた子どもたちは，市役所・区役所・町村役場に登録されること

で日本国民または外国人としての人生が始まる。また，私たちの名前は完全に

自由に決められるわけではなく，法務省が制定した規則によって，一定の制約

を受けているのである。

　その後，皆さんは成長して，保育所や幼稚園に入所または入園し，さらに小

学校，中学校，高等学校（または中等教育学校）と進学してきただろう。これら

の保育所，幼稚園，学校には，私立のほか，市区町村（中等教育学校や高校の場
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合は都道府県または市）が設置している公立，あるいは国立大学附属のものがあ

る。公立保育所の保育士さんや公立幼稚園の先生（教員），さらに公立学校の

先生（教員）は，福祉や教育に携わる公務員としての身分をもっており，これ

らの施設や学校の運営は，原則として国や都道府県，市区町村が国民や住民か

ら集めた税金によってまかなわれている（私立の施設・学校に対しても，税金の中
から補助金・助成金が交付されている）。

　さて，皆さんはどの大学の学生だろうか。現在の日本では，私立大学は原則

として学校法人，公立大学は都道府県・市などが設置する公立大学法人などが，

国立大学は国が設置する国立大学法人が運営主体となっている。しかし，皆さ

んが支払う授業料だけでは大学の運営はままならない。授業料・受験料の収入

や寄附金に加え，私立大学は国から交付される助成金，公立大学法人と国立大

学法人はそれぞれ都道府県・市と国から交付される運営費交付金によって，大

学を運営している。皆さんが受けている大学教育というサービスには，国や都

道府県・市などが集めた税金が投入されているのである。

これからの人生と行政

　大学を卒業後，皆さんは企業に就職し，会社員としての職業生活を始めるか

もしれない。中には，府や省と呼ばれる国の役所や都道府県庁，市区役所・町

村役場に勤め，公務員になる人もいるだろう。公務員になると行政の担い手と

なり，職業生活を通じて行政とかかわり続けることになるが，民間企業の会社

員であっても行政と無縁になるわけではない。

　銀行や証券会社の活動は，金融庁という国の役所の規制のもとに行われてお

り，食品会社の製品には農林水産省や厚生労働省，消費者庁の規制がかかって

いる。運悪く勤める会社が倒産し，失業してしまった場合には，公共職業安定

所（ハローワーク）で職探しをしなければならないかもしれないが，各地のハ

ローワークは，厚生労働省によって運営されている。

　結婚や子育てにも行政はかかわってくる。婚姻届は，先に見た出生届と同じ

く市区町村の役所・役場に届け出ることが必要である。子育ての場面では，皆

さんが経験したような福祉・教育サービスを子どもに受けさせるために，居住

する市区町村とのかかわりが出てくるだろう。
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　やがて皆さんは定年を迎え，職業生活から引退して年金で生活する老後を送

ることになる。現役時代に支払った年金保険料に見合うだけの生活水準を維持

できるかわからないが，国が運営する年金の給付を受ける点で，やはり行政と

かかわり続けることになる。高齢者になれば，市区町村や都道府県が提供する

各種の医療・介護・福祉のサービスを受けるだろう。これらのサービスも，行

政の一環ととらえることができる。

　このように，私たちは，行政と日々かかわり合いながら生活し，人生を送っ

ている。行政を観察・分析の対象とする行政学は，私たちの生活や人生と密接

に関係する事柄を扱う学問なのである。

　ところで，こうした行政を担っている国や地方の役所は，政府を構成する組
織ととらえることができる。政府は，私たちが生活し，人生を送るうえで必要

な福祉や教育，医療といったサービスを提供してくれるありがたい存在である。

他方で，政府は，活動のための原資を税金という形で私たちから強制的に徴収

する権力をもち，私たちの行動を規制し，違反行為を取り締まり，処罰する強
圧的な機構でもある。

　では，なぜ私たちはわざわざ税金を払って政府を支えているのだろうか。次

節では，私たちの社会が政府を必要とする理由について考えてみよう。

2 　政府はなぜ必要なのか

集合行為問題と公共財

　ある架空の例を考えてみよう。

　X市にあるX駅は，駅前に駐輪場がなく，放置自転車問題に悩まされてい

る。駅前の美観や人々の歩行の安全という観点からは，もちろん放置自転車な

どないほうがよい，というのがX駅の利用客全員に共通する意見だろう。

　他方，X駅から離れたところに自宅を構える利用客にとって，自転車は不

可欠の移動手段である。他人の迷惑になることはわかっていても，駅に近い場

所に自転車を置いて通勤・通学したり，買い物をしたりすることができれば便
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